
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方
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・農協や大規模担い手により形成された作物産地の維持・発展を図る。(施設野菜、キャベツレタス等)
・担い手間調整を進め、作物ごとの団地化により、作物混在を解消し、各々の耕作作業の効率化と農薬ドリフトな
どの混在問題の解決を図る。まとまったほ場の確保により、将来的なドローン利用や作業の自動化などスマート
農業の導入の可能性を高める。
・担い手耕作地の集約化に支障となっている荒廃農地の再生利用を図る。
・リタイア時の耕作地やハウス等の農業施設の引継ぎ方法の確立、地域への周知浸透を図る。
・都市部近郊の立地を活かし、都市部住民による家庭菜園等、農業経営以外の担い手確保による農地利用を模
索する。

・耕地は低地水田エリアと台地畑地エリアに分かれる。
・入野地区は市街化区域に接した集落混在地で、幹線道路にも面しているため開発圧が強く、荒廃化が著しい。
・神ヶ谷地区水田は一団の優良水田で農地集積・集約化が進んでいる。権利的な集約は進みつつあるが、点在
する他作物利用や荒廃農地が集約化の妨げとなっている。
・環状線沿線の志都呂地区水田は北側はハウス群、南側は雄踏地区から続く一団の優良水田で担い手による利
用意向はあるが、農地貸借の調整方法が確立されていない。
・台地畑地は主にハウス畑や茶園で利用されているが、リタイア地が増えてきている。露地畑作の担い手による
利用意向はあるが、ハウス跡地の残置ハウスや荒廃茶樹が利用の妨げとなっている。

【地域の基礎データ(R5.1担い手アンケート)】
・担い手農業者71名(69歳以下又は70歳以上後継者あり66名、70歳以上後継者なし4名、回答なし1名)
・主な営農類型:水稲作2名、露地畑作15名、ハウス畑作51名、露地果樹0名、ハウス果樹2名、茶1名、花木0名、
畜産0名、その他0名

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

富塚和合・神久呂・入野地区

（別紙のとおり）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和8年6月17日

（第3回）



２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

区域内の農用地等面積

・農振農用地区域内の農地(青地農地)とする。ただし計画策定時に設置されている営農型太陽光発電下部農地
は除く。
・以下の農地における営農型太陽光発電事業の実施について、協議の場において、地域計画の区域内の農地の
効率的かつ総合的な利用に支障がないことを確認した。
（令和8年6月5日開催）
　浜松市中央区神ヶ谷町7770番

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 610.3

610.3


















